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森
林
の
伐
採
に
は
「
伐
採

届
」
が
必
要
で
す

海
部
郡
生
活
グ
ル
ー
プ
協
議

会
『
か
い
ふ
あ
っ
た
か
市
』

まけまけマルシェ
2月14日（日）
9時30分～15時
道の駅ひわさ

第11回

冬
季
の
節
電
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

対
策
に
つ
い
て
〜
節
電
へ
の

ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
〜

「
青
少
年
自
殺
予
防
講
座
」

受
講
者
募
集

県
営
住
宅
入
居
者
募
集

ご
存
知
で
す
か

■
新
規
採
用
職
員

（
平
成
28
年
１
月
４
日
付
）

◎
由
岐
病
院
診
療
放
射
線
技
師 竹山道明

日
時
　
1
月
25
日
(月) 

午
前
10
時
30
分
〜

場
所
　
日
和
佐
公
民
館
３
階
会
議
室

　

現
在
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る

特
別
弔
慰
金（
第
10
回
特
別
弔
慰
金
）

の
請
求
の
受
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

（
支
給
の
象
者
）

　

平
成
27
年
４
月
１
日
に
お
い
て
、

恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶
助
料
や
戦
傷

病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る

遺
族
年
金
等
を
受
け
る
方（
戦
没
者

等
の
妻
や
父
母
等
）が
い
な
い
場
合

に
、
先
順
位
の
ご
遺
族
お
一
人
に
特

別
弔
慰
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。【
請

求
で
き
る
範
囲
に
は
細
か
い
条
件
が

あ
り
ま
す
。】

　

請
求
期
間
は
平
成
30
年
４
月
２
日

ま
で
で
す
。

※
請
求
期
間
を
過
ぎ
る
と
特
別
弔
慰

金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

尚
、
平
成
28
年
１
月
１
日
以
降
に

請
求
す
る
方
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
記
入
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
と
本
人
確

認
書
類
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

★
代
理
人
の
場
合

・
請
求
者
本
人
の
、
個
人
番
号
通
知

カ
ー
ド
と
本
人
確
認
書
類

・
委
任
状

・
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類

本
人
確
認
書
類

顔
写
真
入
り
１
点（
運
転
免
許
証
、

旅
券
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
な
ど
）

顔
写
真
な
し
2
点（
保
険
証
、
年

金
手
帳
な
ど
）

○
該
当
し
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
等
、

そ
の
他
ご
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し

た
ら
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
せ
先

役
場
住
民
生
活
課

　

☎
77-

3
6
1
3

　

ゆ
ず
酢
の
お
寿
司
、
お
餅
、
う
い

ろ
う
等
の
手
作
り
加
工
品
、
地
産
地

消
弁
当
、
新
鮮
な
野
菜
等
を
販
売
し

ま
す
。

日
時　
２
月
14
日
(日) 

午
前
９
時
30

分
〜
午
後
３
時

場
所　
道
の
駅
日
和
佐　

特
産
館
横

特
設
テ
ン
ト

※「
四
国
の
右
下
･
ま
け
ま
け
マ
ル

シ
ェ
」と
合
同
で
開
催
し
ま
す
。

お
問
い
合
せ
先

海
部
郡
生
活
グ
ル
ー
プ
協
議
会（
事

務
局
）美
波
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
74-

７
４
９
２

　

森
林
の
立
木
を
伐
採
す
る
場
合

は
、
森
林
法
に
基
づ
き
、
事
前
に「
伐

採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
届
出
書
」

の
提
出
が
必
要
で
す
。

届
出
者　
森
林
所
有
者
が
自
ら
伐
採

を
す
る
と
き
は
、
森
林
所
有
者
。

　

立
木
を
買
い
受
け
て
伐
採
を
す
る

と
き
は
、
買
受
人
と
森
林
所
有
者
の

連
名
。

届
出
時
期　
伐
採
を
開
始
す
る
日
の

90
日
〜
30
日
前

届
出
先　
伐
採
す
る
森
林
が
あ
る
市

町
村

罰
則　
届
出
を
し
な
い
場
合
、
１
０

０
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す（
森
林
法
第
２
０

７
条
）。

お
問
い
合
せ
先

役
場
産
業
振
興
課

　

☎
77-

３
６
１
７

※
な
お
、「
保
安
林
」の
立
木
を
伐
採

す
る
場
合
は
、
県
の
許
可
が
必
要

で
す
。
詳
し
く
は
、
県
南
部
総
合

県
民
局
林
務
担
当（
☎
74-

７
４

８
２
）ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　

今
冬
、
四
国
電
力
管
内
で
は
、
厳

冬
と
な
る
こ
と
を
想
定
し
た
上
で
、

瞬
間
的
な
需
要
変
動
に
対
応
す
る
た

め
に
必
要
と
さ
れ
る
予
備
率
3
％
以

上
を
確
保
で
き
る
見
通
し
で
す
が
、

大
規
模
な
発
電
所
の
ト
ラ
ブ
ル
が
発

生
し
た
場
合
、
安
定
供
給
が
出
来
な

い
可
能
性
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。
そ
こ

で
、
政
府
は
平
成
27
年
12
月
1
日
か

ら
平
成
28
年
3
月
31
日
ま
で
の
平

日
、
午
前
9
時
〜
午
後
9
時
ま
で
の

間
、
節
電
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し

て
い
ま
す
。

ス
マ
ー
ト
ラ
イ
フ
ジ
ャ
パ
ン
！

節
電
・
省
エ
ネ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　

節
電
・
省
エ
ネ
活
動
を
選
択
し
て

応
募
す
る
と
抽
選
で
ス
マ
ー
ト
ラ
イ

フ
を
支
え
る
賞
品
が
当
た
り
ま
す
！

http://sm
art-life-japan.jp/

募
集
予
定
戸
数　
46
戸

申
込
み　
２
月
８
日
(月) 
、
９
日
(火)

午
前
10
時
〜
午
後
４
時
に
県
庁
11
階

講
堂
へ

お
問
い
合
せ
先

徳
島
県
住
宅
供
給
公
社

　
☎
０
８
８-

６
６
６-

３
１
２
５

Ｐ
Ｆ
Ｉ
管
理
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
８
８-

６
７
８-

２
２
７
１

と
き
・
と
こ
ろ　
平
成
28
年
２
月
13

日
(土) 

午
後
１
時
30
分
〜

と
く
ぎ
ん
ト
モ
ニ
プ
ラ
ザ（ 

県
青
少

年
セ
ン
タ
ー
）

内
容　
青
少
年
自
殺
予
防
講
座

「
青
少
年
の
自
殺
予
防
〜 

死
に
た
い

気
持
ち
に
ど
う
向
き
合
う
か
〜 

」

定
員　
100
名（
申
込
先
着
順
・
受
講
無
料
）

申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

徳
島
県
次
世
代
育
成
・
青
少
年
課

　
☎
０
８
８-

６
２
１-

２
２
０
４

【
交
通
遺
児
等
へ
育
成
資
金
貸
付
け
】

※

義
務
教
育
終
了
ま
で
育
成
資
金
が

無
利
子
で
借
り
ら
れ
ま
す

対
象
者

自
動
車
事
故
に
よ
り
死
亡
ま
た
は
重

度
障
害
者
と
な
ら
れ
た
方
の
０
歳
か

ら
中
学
校
卒
業
ま
で
の
お
子
様

貸
付
金
額

一
時
金　
　

１
５
５,
０
０
０
円

毎　

月　
　
　

２
０,
０
０
０
円

入
学
支
度
金　

４
４,
０
０
０
円

返
済
期
間

中
学
卒
業
後
20
年
以
内

（
高
校
・
大
学
等
に
進
学
す
る
場
合

は
、
卒
業
ま
で
返
済
開
始
は
猶
予
）

【
重
度
後
遺
障
害
者
へ
介
護
料
支
給
】

対
象
者

自
動
車
事
故
が
原
因
で
、
脳
・
脊

髄
ま
た
は
胸
腹
部
臓
器
を
損
傷
し

重
度
の
後
遺
障
害
が
持
っ
た
た
め

に
、
常
時
ま
た
は
随
時
の
介
護
が

必
要
な
状
態
に
あ
る
方

支
給
額

①
常
時
の
介
護
が
必
要
な
方
の
う

ち
、「
重
度
後
遺
障
害
診
断
書
」で

症
状
が「
最
重
度
」で
あ
る
と
認

め
ら
れ
た
方

〈
月
額
〉
　

６
８,
４
４
０
円
〜

１
３
６,
８
８
０
円

②
右
記
①
以
外
で
常
時
の
介
護
が
必

要
な
方

〈
月
額
〉
　

５
８,
５
７
１
円
〜

１
０
８,
０
０
０
円

③
随
時
の
介
護
が
必
要
な
方

〈
月
額
〉
　

２
９,
２
９
０
円
〜

５
４,
０
０
０
円

お
問
い
合
せ
先

独
立
行
政
法
人　

自
動
車
事
故
対
策

機
構　

徳
島
支
所

〒
７
７
０-

０
０
０
３　

徳
島
市
北
田
宮

２
丁
目
14
番
50
号　

徳
島
県
ト
ラ
ッ

ク
会
館
２
階

　
☎
０
８
８-

６
３
１-

７
７
９
９


